
要事前
相談

秋田県内で製造業を営む中小企業の皆様へ

新規性の高い意欲的な取組を行う

中小企業を支援します！

～ 「かがやく未来型中小企業応援事業（製造業）」への申請を募集します ～

秋田県中小企業振興条例の趣旨に沿って、当事業では、生産性向上と競争力強化を図ろうとする

企業を「かがやく未来型中小企業」として採択し、その企業の取組を支援します。

多くの製造業を営む中小企業の皆様の積極的なチャレンジをお待ちしております。

AI や産業用ロボットの導入な

ど、IoT 等の新技術を活用した取

組には審査において加点します。

機械器具等の導入や、販路開

拓費など、幅広い取組内容が支

援対象です。

取組内容が製造業であれば、

対象とします。

製造業への新分野進出する場

合も対象となります。

【お問い合わせ先・申請先】

秋田県産業労働部地域産業振興課 地域産業活性化班

〒010-8572 秋田市山王 3丁目 1-1（県庁第 2庁舎 3階）

℡：018-860-2231 FAX：018-860-3887 E-Mail：induprom@pref.akita.lg.jp

令和３年５月１０日（月）～６月１５日（火）※１７：００必着

令和３年度
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☆ 以下の要件を満たしている取組の場合は、その点を加味した審査を行います。

（１）IoT等の新技術を活用するもの

（２）中小企業経営強化法による経営力向上計画又は経営革新計画を承認されているもの

（３）国のものづくり補助金に申請した事業内容と同一であるもの

※ただし、同補助金の交付を受けている場合は本事業に応募することができません。また、本事業に応募した後

に同補助金等を受けることが決定した場合には、本事業に基づく補助金を受けることができません。

（４）国、県等の助成金を活用した研究開発の成果を展開するもの

製造業の取組を

支援対象としています！

ハード・ソフト両面から

支援します！

IoT等新技術の導入を

積極的に支援します！

事業の３つのポイント

募集期間



【事業概要】

○対象者

県内に事業拠点を有し、製造業を営む中小企業者が対象です。ただし、製造業への新分野進出する

場合は、この限りではありません。

※県内で１年以上の事業実績があることが必要です。

※農林漁業、金融保険業、医療業、風俗営業等、一部の業種は対象外です。

※小規模企業者及びベンチャー企業については、事業費が多額のときは申請することを妨げません。

○かがやく未来型中小企業の採択

生産性向上と競争力強化を図るため次のいずれかに該当する取組を行う企業について、事業計画を

審査のうえ、評価の高いものから「かがやく未来型中小企業」に採択します。

①新商品の開発・生産、新たな販路の開拓

②新たな生産方法の導入（付加価値額年率２％以上向上の事業計画）

③新分野進出

○補助内容

（１）補助対象経費

商品開発、販路拡大、人材育成、専門家活用、機械器具等の導入、その他取組に必要な経費

※生産設備の導入については、雇用の維持を要件とします。県内事業所への導入のみ対象。

（２）補助率等

補助率：１／３以内、補助上限額：５００万円、補助下限額：５０万円

（３）事業期間

交付決定日から１２ヶ月

※２ヶ年度にわたる場合は、年度ごとに補助金の精算をすることになります。

○申請方法

・申請に当たっては、事前相談シートの提出を必須としています。シートを基に、事業内容について

こちらから確認の御連絡をいたします（募集期間前の提出も可能です。）。

・採択申請書類一式を作成し、関係書類を添付したうえで、表面の申請先まで郵送、持参、メール、

又は補助金申請システム「Jグランツ」から申請してくださるようお願いします。

なお、応募書類の記載事項に修正を要する場合がありますので、できるだけ最終日よりも前にご提

出くださるようお願いします。

・Jグランツでは電磁的記録による申請を受け付けます。Jグランツでの採択申請を選択された方は、

gBizID プライムの取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)が事前に必要となり、当該 ID 取得には 2～3週間を

要するので注意してください。

・応募書類は、県web サイト「美の国あきた」秋田県産業労働部地域産業振興課のページ及び Jグラ

ンツからダウンロードできます。Ｊグランツへの掲載は、５月初旬を予定しています。

・添付する関係書類は次のとおりです。

①直近３期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書）

②定款及び履歴事項全部証明書（個人事業者の場合は個人事項証明書）

③会社案内等、会社の概要がわかるもの。

④経費の積算根拠となる参考見積書

○手続きの流れ
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※Jグランツを利用される場合は、「②採択申請」の前に、gBizID プライムの取得(https://gbiz-id.go.jp/top/)

が必要です。当該 ID 取得には 2～3週間を要するので注意してください。

※なお、Jグランツで採択申請をした場合でも、⑤以降の手続は郵送か持参によるものとします。

※２ヶ年度に渡る場合は、２年目も⑤～⑨の手続きを行います。

①
事
前
相
談

必須!
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６月下旬

https://gbiz-id.go.jp/top/%29

